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１ 教育理念・目的・目標 

 １ 教育理念、目的及び目標の設定等 

 

 

長所・課題 長所の伸長・課題解決に向けた方策

1 教育理念 生命を尊重する豊かな人間性を培い、福祉に関する

専門的な知識・技術をもって、地域社会に貢献でき

る人材の育成を目指すことを理念とし、福祉分野に

おいて社会的ニーズに対応できる人材の育成を目指

している

2 目的（学則第１条規定） 幅広い教養と専門的知識・技能と態度を養うととも

に豊かな人格を育て、社会福祉事業に貢献できるこ

とのできる人材を養成することを目的とする。

2 目標及び育成人材像が

具体的に示されている

か

3 目標及び育成人材像 福祉分野において社会的ニーズに対応できる人材の

育成を目指し

（１）介護の対象となる人を良く理解し、必要な介

護を実践できる人

（２）介護福祉士の社会的役割を認識し、責任ある

行動がとれる人

（３）人間性豊かで、自己研鑽に努める人

を目標とし、地域の介護人材不足のニーズを踏ま

え、地域に根差した人材育成の構想を抱いている

4 入学者受け入れ方針、教育

課程編成・実施方針・卒業

認定方針との関連性

福祉分野において社会的ニーズに対応できる人材の

育成を目指し、介護福祉士の資格取得に向けた入学

者の受け入れ、教育課程編成、卒業認定を行ってい

る。

5 教育理念等の決定過程 設立時（平成29年１月27日）に目的及び目標、令和

3年6月7日に教育理念を設定し養成する人材像を明

確にした。

4 教職員、学生、社会に

対して教育理念等が十

分に周知公表されてい

るか

6 学生等への周知方法 教育目的、目標等を明文化し、学校パンフレット、

ホームページ、募集要項等に掲載、学生、保護者等

に周知している

結果は、基準を満たすかどうかではなく、基準を満たし

ているかを3段階で表示
自己点検評価結果

 3:基準を満たしており、特筆すべき取り組みを行ってい

る

２:概ね基準を満たしている

 1:基準を満たしておらず改善が必要

2

評価の基準となる資料、データ等

・学則、細則

・卒業方針等が記載されている資料(学則）

【評価の基準】

教育理念等を踏まえ、当該専門

学校としての目的及び目標を明

確に設定し、養成する人材像を

明確にしていること。

人口減少等により、介護人材の確

保が大きな課題となっている。教

育理念である福祉分野において社

会的ニーズに対応できる人材の育

成を目指し、高校生・社会人から

選ばれる専門学校、医療・福祉施

設から選ばれる福祉人材を輩出す

る専門学校、地域から期待と信頼

の厚い専門学校となることを目指

す。

社会情勢に合わせ、留学生の受け

入れ態勢等について、教育理念等

を踏まえ、検討を重ね評価してい

く。

引き続き①教育理念等を学校パン

フレットやホームページに掲載

し、オープンキャンパスや高校訪

問等、あらゆる機会をとらえ広く

周知する。②教育理念、目標等を

教職員が共有し、学生に対し入学

後のオリエンテーションや授業の

中で教育理念等について触れ、そ

れに則った教育活動を行う。

教育理念を踏まえた目

的、目標が適切な決定

過程により設定されて

いるか

1

入学者受け入れ方針、

教育課程編成・実施方

針、卒業認定方針との

関連性が明確になって

いるか

3

評価の視点

教育理念、教育目標を教職員が共有

し、学校パンフレットやホームペー

ジに掲載するとともに、教育課程評

価やシラバス作成においても一貫性

に配慮し、次年度への反映に努めて

きた。

継続して教育理念、教育目標に則し

て教材研究や外部講師の活用等によ

り、介護の現状や制度改正等に対応

し社会情勢の変化に応じた内容とな

るよう取り組んでいく必要がある

現状の説明
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２ 教育課程、教育の実施、学修成果 

 １ 教育課程の編成と授業科目 

 

 

 

 

 

長所・課題 長所の伸長・課題解決に向けた方策

1 教育課程編成・実

施方針の策定、内

容

2 教育課程編成、決

定過程

結果は、基準を満たすかどうかではなく、

基準を満たしているかを3段階で表示
自己点検評価結果

 3:基準を満たしており、特筆すべき取り組

みを行っている

２:概ね基準を満たしている

 1:基準を満たしておらず改善が必要

2

教育理念、教育目標を教職

員が共有し、教育課程を体

系的に編成し、系統性・段

階性に配慮した授業科目を

配置してきたが、教育課程

編成、実施方針は明文化さ

れていない。

令和８年２月に教育課程編

成、実施方針を明文化し

た。今後も教育理念、教育

目標を教職員が共有し、教

育課程を体系的に編成し、

系統性・段階性に配慮した

授業科目を配置する。

２年間で62単位以上の教育

内容により、年間計画や授業

計画を策定している。年度の

事業計画は、学則に定めた学

校の目的及びそれを達成する

ための教育目標に基づくもの

かを精査している。作成した

事業計画は年度初めの教職員

会議で職員の共通理解を行っ

ている。

【評価の基準】

学校の目的・目標及び

養成する人材像を実現

するために必要な教育

課程編成・実施方針を

作成した上で、教育課

程を体系的に編成し、

系統性・段階性に配慮

した授業科目を配置し

ていること。

評価の基準となる資料、データ等

・学則        ・シラバス

現状の説明

1 教育課程の編成に

あたって、卒業認

定方針を踏まえ、

学校の目的・目標

及び育成人材像を

実施するための教

育課程編成・実施

方針を策定してい

るか

評価の視点
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長所・課題 長所の伸長・課題解決に向けた方策

1 各授業科目について、

適切な授業形態、方法

及び教材が用いられて

いるか

1 授業科目内容に応じ

た授業形態、方法に

関する基本方針

科目の内容が重複していることも多いため、

科目間の調整を行い、講義の後に実技、演習

が行われるように時間割で調整している。

2 授業科目ごとにシラバ

スを作成し、学生に周

知しているか

2 授業科目ごとのシラ

バスの作成と学生へ

の周知

担当教員により毎年シラバスの見直しを行っ

ている。新年度当初には学生にシラバスの配

布、説明を行っている

3 学生に対する履修指

導、予習、復習等に係

る相談・支援に取り組

んでいるか

3 シラバスを用いた学

生への履修等の指導

新年度にはシラバスの配布、説明を担任を通

して行っているが、それに加えて担当教員か

ら初回授業の時にシラバスについての説明を

行っている。

4 成績評価について、授

業科目の内容、形態に

応じた基準を設定し、

シラバス等で学生に明

示したうえで、学生の

学習に係る評価を公正

かつ厳格に行っている

か

4 成績評価の方法の学

生への周知と成績評

価の決定過程

新入学オリエンテーションでは、担任より成

績評価の方法についての概要を説明してい

る。また、各担当教員からも、初回の授業に

は成績評価の方法について詳細を説明をして

いる。評価方法をもとに決定した成績を学生

に返却するときには、どのように評価してい

るか、成績の傾向や対策などを全体に説明し

疑問が残らないようにしている。

5 成績評価における公正

性・厳格性を担保する

ために、学生からの成

績評価に関する問い合

わせ等に対応する仕組

みを整備し、適切に運

用しているか

5 成績評価に関する学

生からの問い合わせ

に関する対応

評価に対する問い合わせがある場合には、個

別に対応し、学生が納得できるように説明し

ている。また、教員の誤りの場合には適切に

訂正している。担当教員に判断できない場合

には、教員間で情報を共有し、適切な対応方

法について話し合っている。

結果は、基準を満たすかどうかではなく、基

準を満たしているかを3段階で表示
自己点検評価結果

 3:基準を満たしており、特筆すべき取り組

みを行っている

２:概ね基準を満たしている

 1:基準を満たしておらず改善が必要

2

講義・演習の評価は教員一人

で抱え込まず、教員間で情報

を共有し、対応している。実

習の評価に関しては、担当教

員と実習指導者との評価のす

り合わせを行っているが、評

価者によってばらつきが出て

いる。

特に長期実習でつま

ずいている学生に対

する評価は、担当教

員と実習指導者との

すり合わせを行い学

生が納得できるよう

に丁寧に対応してい

く。

・シラバス

・学則、細則、成績評価基準等

・社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則

現状の説明評価の視点【評価の基準】

授業科目の内容に

応じ、講義、演

習、実習又は実技

など、適切な授業

形態で教育が実施

され、かつ、適切

な教材が用いられ

るとともに、成績

評価基準に基づき

成績評価を行って

いること。

評価の基準となる資料、データ等

２ 教育課程、教育の実施、学修成果 

２ 教育の実施 
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２ 教育課程、教育の実施、学修成果 

３ 単位・卒業認定  

 

評価の視点 長所・課題 長所の伸長・課題解決に向けた方策

1 卒業認定方針の策

定、内容と認定基準

全科目必修となっているため、

全単位（62単位）修得すること

が卒業するための要件となって

いる。

2 卒業認定方針の学生

への周知

学生には、新入生オリエンテー

ション時に卒業要件についての

説明を行っている。欠席等の多

い学生にはその都度注意喚起を

行っている。

3 卒業認定の決定過程 決められた日程で卒業判定会を

開催し、教職員全員で決めてい

る。

結果は、基準を満たすかどうかではなく、基

準を満たしているかを3段階で表示
自己点検評価結果

 3:基準を満たしており、特筆すべき取り組

みを行っている

２:概ね基準を満たしている

 1:基準を満たしておらず改善が必要

2

現状の説明【評価の基準】

学校の目的・目標及び養

成する人材像を実現する

ために必要な卒業認定方

針(資格・免許等を含む

修得させる職業能力を含

む)を定め、当該方針に

基づき卒業の認定をして

いること。

評価の基準となる資料、データ等

・シラバス

・学則、卒業認定基準等

・社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則

留学生には、単位取得に

向けた理解を促すように

今後も工夫していく必要

がある。

あらかじめ、学

生に周知してい

る卒業認定方針

に即した卒業認

定の基準及び方

法によって卒業

認定を行ってい

るか

入学時より単位取得について

は機会があるたびに説明を

行っている。成績不良者への

個別面談や個別指導等、全員

卒業に向けて指導を行ってい

る。留学生の認識不足もある

ため、理解を促すために丁寧

に指導する必要がある。
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評価の視点 長所・課題 長所の伸長・課題解決に向けた方策

卒業認定方針を踏まえ、学

科・コースごとに職業能力

（資格・免許等の取得、必

要な知識や技術、技能、職

務遂行能力の修得含む）の

修得についての目標を定

め、学生の達成状況を把握

し評価しているか

1 卒業方針に明

示した修得内

容の把握方法

教育課程修得単位を取るため、

欠席が目立つ学生等には個別指

導を実施し、成績不良者、留学

生には必要に応じて補講などを

行い、個々に合わせた支援を

行っている

教職員全員で、卒業、国家資格

取得に向けた支援を行ってい

る。また、パソコン検定試験を

行い、キャリアアップのメ

ニューを提供している。

学生の就職、進学等進路に

関して具体的な目標を定

め、その目標の達成状況を

把握しているか

2 学生の進路に

関する目標設

定と達成状況

の把握

1年生から、個人面談などで就

職に関する考えを聞いている。

２年生では、４月より就職支援

講座をハローワークと協力し

行っいる。個人面談などで希望

就職先の選定など準備を進める

ようにしている。

卒業後の進路・キャリア形

成に関する相談や指導など

の支援体制を整備し適切に

運用しているか

3 進路、キャリ

ア形成に関す

る学生への指

導・相談体制

授業として就職支援講座を開催

しているため、就職担当職員や

担任に相談できる体制がある。

履歴書添削や面接指導など目標

達成に向けて進めている。

①卒業認定方針を踏ま

え、職業能力を含む資質

能力の修得(資格・免許等

の取得や知識・技術・技

能の修得含む)についての

目標を定め、その目標が

達成できていること。

②学生が望む進路の実現

に関する目標を定め、そ

の目標が達成できている

こと。

③学生のキャリア支援、

就職支援に対する支援体

制を整備し、適性に周

知、運用していること。

現状の説明【評価の基準】

就職支援では、ハローワーク

での講座開催の支援や、地元

企業を中心に就職説明会を行

うことで、学生が積極的に自

分の進路に向けて活動できる

ように環境を整えている。

国家試験の合格率では、日本

人は100％で推移しているが、

留学生の合格が達成できてい

ないことが課題である。

学生には入学時より就

職や国家試験合格の意

識をもって実習や学校

生活に取り組むように

継続的に働きかけてい

く。

留学生の国家試験合格

に向けて、留学生支援

担当の専門員や国試対

策の工夫を継続して

行っていく。定期的に

模試を実施し、結果に

応じて面談を行い丁寧

な指導を行っていく。

２ 教育課程、教育の実施、学修成果 

４ 学修成果目標の達成状況 
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卒業生の進路・キャリア形

成状況等踏まえ、当該専門

学校の教育課程、教育方

法、学修成果等を検証し、

必要に応じ、それを踏まえ

た改善・向上策をとってい

るか

卒業生、実習先、就職先な

ど関連する企業及びその他

組織の意見や在校生の意見

を勘案するなど、多角的、

継続的な視点に立った検証

方法について工夫している

か

結果は、基準を満たすかどうかではなく、基

準を満たしているかを3段階で表示
自己点検評価結果

 3:基準を満たしており、特筆すべき取り組み

を行っている

２:概ね基準を満たしている

 1:基準を満たしておらず改善が必要

2

・卒業方針等が記載されている資料(学則）

・社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則

・進路に関する説明会等の開催状況

4 進路状況の多

角的、継続的

視点に立った

検証と教育内

容の改善への

取り組み

１年生の時から就職を見据えた

学生生活が送れるように授業の

中でも情報提供をしている。年

に1回就職説明会を学校主催で

開催し、学生が様々な施設の話

を聞けるように取り組んでい

る。卒業生が学校に訪問しやす

い環境を整え、就職の話を聞き

情報収集をしたり、卒業生を招

いての「卒業生講話」を実施

し、働く上での心構えや学生の

うちにやっておくべきことなど

を伝えてもらっている。

評価の基準となる資料、データ等
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評価の視点 長所・課題 長所の伸長・課題解決に向けた方策

卒業認定方針及び教育

課程の編成・実施方針

を踏まえて学生の受け

入れ方針を定め、求め

る学生像や入学者に求

める水準等を明確にし

ているか

1 入学者の受け入れ方

針の策定と内容

学則及び入学選考の指針に

より、入学者の基準を定め

ている。学校教育法第９０

条第１項の規定により大学

に入学できるもので、心身

共に健全である者に対して

選考を行う。介護福祉士と

いう明確な目的を持った学

生を受け入れる。

2 入学選抜方法、手続

きの公表

募集要項により選抜方法

【推薦入試、一般入試、総

合型選抜（ＡＯ）入試】及

び手続き方法を公表してい

る

3 入学者決定の過程 入学選考の指針による選考

方法により、入学者を決定

する

入学定員に対する入学

者数及び収容定員に対

する在籍学生数を適正

に管理しているか

4 入学定員の充足と在

籍学生数の管理

開校以来、入学定員充足率

は50％以下で推移してい

る。令和8年度から定員40名

を30名に変更し募集を行っ

ている。

結果は、基準を満たすかどうかではな

く、基準を満たしているかを3段階で

表示

自己点検評価結果

 3:基準を満たしており、特筆すべき取

り組みを行っている

２:概ね基準を満たしている

 1:基準を満たしておらず改善が必要

2

介護福祉士という明確な

目的を持った学生を受け

入れる、という方針のも

と、学生募集を行い選考

を行っている。

しかし、介護を目指す学

生が少なく、定員を満た

ない状況が続いている。

一方、外国人の希望者が

増えているが、本校にお

いては、身分を保証する

支援法人があることを条

件にしている。支援法人

の拡大が課題である。

日本人の学生の受け入れを優先しなが

ら、留学生の受け入れを、募集要項によ

り、選考基準、方法を定め入学者の決定

を行う。

学生確保の取り組み

①ホームページや進路サイトなどのＷＥ

Ｂの積極的な活用を図る。

②高等学校や日本語学校など学校訪問等

を通し、きめ細やかな広報活動を行う。

③出前講座など県や市と連携し介護及び

本校に対する理解の促進を図る。

④留学生の確保

学生を支援する地域の介護等事業者の拡

大を図る。

⑤社会人の確保

・福島県立テクノアカデミーやハロー

ワークと連携し、離職者等再就職訓練事

業の委託訓練生

の募集を行う。

・市町村と連携し「ひとり親キャリア

アップ応援給付金」を活用した社会人の

確保を図る。

【評価の基準】

評価の基準となる資料、データ等

・学則  、入学選考指針　　・募集要項

・定員充足状況（過去３年間）　・収容定員に対する在籍学生数の未充足に対する対応

現状の説明

①入学者の受け人れ

方針、入学選考基

準、方法を定め、入

学希望者に明示し、

入学者の選考を公正

に行い、合否を決定

していること。

②学生の受人れは、

入学定員に基づき適

正に行っているこ

と。【注)修学支援

新制度機関要件の確

認】

選抜方法及び手続きを

あらかじめ公表した上

で、所定の選抜基準及

び体制のもとで適正か

つ公正に入学者を選抜

しているか

３ 学生の受け入れ、学生支援      

 １ 学生募集及び入学者の選抜、収容定員の管理 
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長所・課題 長所の伸長・課題解決に向けた方策

1 自主学習に対

する相談対応

と学習支援

1 学生の自主学習等

に対する相談体

制、学習支援

留学生には入学前にワークブックを

渡し自主勉強を促している。日本人

学生には特に行っていない

2 成績不振の学

生の状況把握

と指導

2 成績不振者の状況

把握と具体的な指

導

各教科の成績不振者については教職

員全体で把握している。学生には、

単位取得に向けて個別指導を行って

いる。

3 留年及び休学

者の状況把握

と対応

3 留年及び休学者の

状況把握と具体的

な指導

留年や休学が考えられるときには、

保護者面談を通して現状を伝え今後

について相談している。

4 退学希望者の

状況把握と対

応

4 退学希望者、退学

者の状況把握と具

体的な対応

学生から相談を受けた時には、保護

者も交えて面談している。

5 正規の授業時

間以外の学生

の自主的な活

動に対する具

体的な支援

5 ボランティア活動

等の実績と支援の

実施

実習施設や地域のお祭りなど、ボラ

ンティア募集は学生にわかるように

掲示し参加を促している。積極的に

活動している学生も多い。

結果は、基準を満たすかどうかではなく、

基準を満たしているかを3段階で表示
自己点検評価結果

 3:基準を満たしており、特筆すべき取り組

みを行っている

２:概ね基準を満たしている

 1:基準を満たしておらず改善が必要

2

・シラバス　・学習状況の把握や補習授業の実施状況等が分かる資料

・学習支援の体制や実施状況が分かる資料

・ボランティア活動などへの支援状況（ボランティア活動届）

評価の基準となる資料、データ等

入学前の自主勉強について

は、実施後のフォローが十

分できていない。

成績不良者については、保

護者にも現状把握と今後の

見通しについて説明するこ

とで、単位取得に向けて家

庭内でも協力していただい

ている。

留学生には、週1回専門員に

よる補習授業が組まれてお

り、1年生は授業での補足説

明や基礎知識の修得、2年生

は国家試験合格を目標に実

施している。実施開始から1

年であり、効果と今後の方

向性について調整が必要で

ある。

入学前の自主勉強につい

ては、今後実施方法や役

割分担等を検討してい

く。

成績不良者については、

今後も保護者を踏まえた

面談を実施し、現状につ

いて理解を促すことが、

学生の単位取得への意識

が向上すると考えられる

ので継続していく。

また、留学生支援につい

ては、効果的な方法と実

施しての評価を専門員と

相談しながら今後の方向

性を決めていく。

【評価の基準】

①学生の学力や学習

状況を把幄し、入学

前教育や補習授業を

行うなど学習支援に

取組んでいること。

学生の円滑な学習に

向け、シラバスの活

用による学習成果の

向上や自主的な学習

に関する適切な支援

を行っていること。

評価の視点 現状の説明

②正規の授業時間以

外に行われる、課外

活動など学生の自主

的な活動を充実させ

るため、適切に支援

していること

３ 学生の受け入れ、学生支援 

２ 自主的な学習等の促進に対する支援 
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評価の視点 長所・課題 長所の伸長・課題解決に向けた方策

1 障害のある学生

に対する具体的

配慮、具体的支

援

合理的配慮の合意文書を取り交わし

ている。本人、ご家族から配慮が必

要な事を申し出てもらい対応できる

ことを調整している。その際、時期

を見ながら保護者と三者面談をして

状況の把握、今後の見通しなどを相

談している。

2 外国人留学生に

対する配慮、具

体的な支援

入学時には生活をサポートしてくれ

る施設を案内している。入学後は留

学生の専門員が復習や日本語の理解

が進むように課外授業を行ってい

る。

3 外国人留学生の

在籍管理、進路

目標と達成状

況、指導体制

学校のルールが理解できるように何

度も説明を行い、欠席が無いように

している。就職先はすでに決まって

いるため、卒業、国家資格が取得で

きるように指導している

4 外国人留学生に

対する日本人学

生との交流の機

会

授業のグループワークや学校行事等

でも日本人とグループを組み活動す

るようにしている。

結果は、基準を満たすかどうかではなく、

基準を満たしているかを3段階で表示
自己点検評価結果

 3:基準を満たしており、特筆すべき取り組

みを行っている

２:概ね基準を満たしている

 1:基準を満たしておらず改善が必要

2
・多様な学生に対する支援が分かる資料・合理的配慮の提供に係る方針

・留学生の在籍管理、進路指導等が分かる資料

評価の基準となる資料、データ等

合理的配慮が必要な学生や

留学生などに、学習状況の

確認や、困っていることが

ないか適宜声をかけてい

る。また、非常勤教員や実

習先とも情報共有を心がけ

ている。

一方、診断がついていない

又は、障害を受け入れてい

ない学生及び保護者の対応

には苦慮している。

留学生については、生活の

サポートを含め、受け入れ

法人と連携を取りながら支

援を行っているが、今後受

け入れ法人が増えていくこ

とで、さらなる連携強化が

必要。

障害のある学生については、

合理的配慮の提供に係る方針

に基づき対応していく。

診断がついていない学生等に

ついては、個別に合わせた対

応を丁寧に行っていく。

留学生の保証人となっている

施設等と生活面【体調不良

時、各種手続き（ビザ・年

金・健康保険等）】の対応を

含め役割分担を行い、協力し

ながら留学生のサポートを

行っていく。

現状の説明

障害のある学

生、海外から

の留学生等多

様な学生に対

し必要な配

慮、支援を

行っているか

適切な体制を構

築し、障がいの

ある学生、海外

からの留学生、

社会人経験者な

ど、多様な学生

に対する支援を

行っているこ

と。

【評価の基準】

３ 学生の受け入れ、学生支援 

３ 多様な対する支援 
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評価の視点 長所・課題 長所の伸長・課題解決に向けた方策

1 学生生活に関する

相談体制の整備と

周知

学生の相談体制については今

後の検討事項。現在は担任が

相談に応じている

2 学生相談の状況把

握と対応

担任に相談が上がってきた場

合、内容によって副校長及び

校長との情報共有を行い、学

校としての対応を取るように

している。

1 学校保健安全法に

基づく学校保健計

画の策定

次年度に向けてR8.2月に新規

に策定した。

2 学生の健康診断の

実施、心身の健康

に関する啓発・指

導

年度初めに健康診断を１回実

施、結果について看護師によ

る返却と保健指導を行い、必

要時には精査の促しと精査実

施後の確認を行っている。ま

た、前期には個人面談を行

い、ストレスなども含め健康

状態の確認を行っている。感

染症の時期など必要に応じ啓

発を実施。

学生生活等に関する相

談体制を整備し、相談

対応について十分、学

生に対して周知し、機

能、活用されているか

定期的な健康診断の実

施、結果のフォロー、

健康管理に関する啓発

活動など、学生の心身

の健康管理体制を整備

し、適切に運用してい

るか

カウンセラーを配置してい

ないが、看護師の資格を持

つ専任教員を配置してい

る。

相談体制については明文化

していないが、担任が中心

となって学生の相談を受け

ている。担任が一人で学生

を抱えて行かないように、

校長・副校長などにも相談

しながら、全員で対応する

ようにしている。

しかし、様々な事情を抱え

る学生も見られることか

ら、適切な対応について悩

む事例もある。

今後、相談体制を学生及び

教職員が共有し、周知、運

用していく。

個人面談を行い、ストレス

なども含め健康状態の確認

を行っていく。

【評価の基準】 現状の説明

③学校保健安全法に

基づく学校保健計画

を策定し、学生の心

の健康管理体制を整

備し、適切に運用し

ていること。

①カウンセラーの配

置、相談室の設置な

ど、学生の相談に対

応するための環境整

備を行い、適切に運

営していると。

②留年者、退学希望

者など学習の継続に

困難な問題を抱える

学生に対し適切な対

応を行っているこ

と。

３ 学生の受け入れ、学生支援 

４ 学生生活に関する支援 
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評価の視点 長所・課題 長所の伸長・課題解決に向けた方策

1 教員の採用

基準

専任教員は専修学校設置基準

及び社会福祉士介護福祉士養

成施設指定規則等を遵守し、

募集時に資格・要件を示すと

ともに、提出された書類から

資格・要件の確認をしてい

る。また、介護教員養成講習

会を受講していない場合は、

入職後に受講している。

2 教員の配置 非常勤講師も実務経験のある

教員を配置し、学生による授

業評価及び教員の自己評価を

実施し授業の改善に努めてい

る

結果は、基準を満たすかどうかではな

く、基準を満たしているかを3段階で表示
自己点検評価結果

 3:基準を満たしており、特筆すべき取り

組みを行っている

２:概ね基準を満たしている

 1:基準を満たしておらず改善が必要

2

評価の基準となる資料、データ等

・教員の採用等に関する資料・教員名簿・教員の授業分担、時間割等の担当する授業時間数が分かる資料

・就業規則

・教員評価に関する資料

①教育課程を実施するのに必

要な、資格・要件を備えた教

員を確保するために基準等(教

員の採用基準等)を整備し、適

正に運用していること。

②教員の常勤・非常勤、年齢

構成等、また教員一人当たり

の授業時数等を把握している

こと。また、教員の専門性、

教授力を把握、評価している

こと。

(△任意項目)

現状の説明

法令上の採用基

準を遵守し、学

校の目的を実現

し、目標を達成

するための教育

を十分実施でき

るだけの教員を

配置しているか

【評価の基準】

非常勤教員とは、学生評価

を踏まえて次年度に必要な

授業計画について話し合い

を持っている。重点的に教

授してもらいたい事項や学

生の様子など、情報共有し

ながら進めている。

今後留学生も増えてく

ることで、非常勤教員

との連携や情報共有に

力をいれていきたい。

４ 教育実施組織・教員 

 １ 教員の配置、募集、採用 
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評価の視点 長所・課題 長所の伸長・課題解決に向けた方策

当該専門学校の教育

活動を進めるための

基本的な組織体制を

整備しているか

1 教育活動を進

めるための教

員の組織体制

組織の責任体制、役

割分担が規定等にお

いて明確で、連携体

制が機能しているか

当該専門学校の目的

等を共有し、達成に

向けた共同意欲を醸

成するために、教職

員組織等の円滑な運

営と改善向上に向け

た取り組みを行って

いるか

結果は、基準を満たすかどうかではな

く、基準を満たしているかを3段階で表示
自己点検評価結果

 3:基準を満たしており、特筆すべき取り組みを行ってい

る

２:概ね基準を満たしている

 1:基準を満たしておらず改善が必要

2

各人の役割分担が明確に

なっていることで、責任を

もって取り組んでいる。全

員で考える運営を心がけて

いる。

教職員の人数が６名と少人

数のなか、今後留学生が増

えることでの事務手続きの

増大が見込まれる。現在の

人数で運営していくことに

不安がある。

今後増えると考えられる事

務手続きの整理を行い、役

割分担の見直し等行う。

評価の基準となる資料、データ等

・専門分野の分かる教員名簿・業務分担表

【評価の基準】 現状の説明

①学校の目的に応

じた分野の区分ご

とに必要な教員組

織を整備し、業務

分担、責任体制を

規程等で定めてい

ること。

②教員間で連携、

協力体制を構築し

ていること。

(△任意項目)

2 教員組織の役

割分担と責任

の所在

毎年４月に事務分担表の見直しを実

施している。これにより、教職員そ

れぞれの職務内容と責任を明確に

し、全教職員が引き続き持てる力を

十分に発揮・協力して学校運営にあ

たる体制の構築がなされている。

全職員が参加する職員会議（毎月１

回）では、教育に関わる事項だけで

はなく学校運営に関わる事項に関す

る報告・協議等が行われ、教職員の

共通理解が図られている。

４ 教育実施組織・教員 

 ２ 教員の組織編制等 
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４ 教育実施組織・教員 

３ 教員の資質の向上  

 

 

 

 

評価の視点 長所・課題 長所の伸長・課題解決に向けた方策

教員の資質向上を図るた

めに、研修計画を作成

し、計画的に必要な研修

を受講させるなど組織的

な取り組みを行っている

1 ・教員の資質向上に向

けた研修計画の策定と

実績

個人の研修計画は策定していない

が、毎年開催される教員研修会、学

会等の参加をオンラインも含めて積

極的に参加している。

教育の質の向上に向け組

織的なＦＤ活動に取り組

んでいるか
（実施例）

・教員相互の授業参観の実施

・授業方法についての研究会の開催

・新任教員のための研修会の開催等

2 ・学校の授業内容及び

方法の改善を図るため

の

FD(FacultyDevelopm

ent)

などの組織的な取り組

み

毎年２月に学生による授業の評価及

び自己評価を実施し、次年度への授

業の改善に努めている。

新任教員への研修会の開催などは

行っていないが、現任教員の授業見

学、演習等の指導、実習巡回指導の

見学などOJTを中心に段階的に実践

スキルが身に付くように行ってい

る。

専門学校として、教育及

び専門領域の実務に関す

る知見の充実、教育上の

指導能力及び教員に求め

られる職能に関する理解

を図っているか

3 教員の研究活動、自己

啓発等への支援

市主催の介護イメージアップ事業で

は、各中学校に向けて介護の出前講

座を開催している事後アンケートを

作成、集計し事業の評価を行ってい

る。

結果は、基準を満たすかどうかではなく、基準を満たしているかを

3段階で表示
自己点検評価結果

 3:基準を満たしており、特筆すべき取り組みを行っている

２:概ね基準を満たしている

 1:基準を満たしておらず改善が必要
2

研修などに参加した場合、情報を共有し教

育活動に生かしている。

授業は学生による評価を参考にしながら、

自己評価を行い授業の改善に努めている。

また、市と連携し介護イメージアップ事業

では、アンケート集計し事業の評価を行っ

ている。小規模校であるため、現状維持と

する

教員の資質向上のため、必要な

研修等は計画的に受講する。

自主的な勉強会等（介護福祉士

主催・現場の勉強会等）には、

積極的に参加する。

出前講座（介護イメージアップ

事業）は、市と連携し事業評価

を継続させる。

評価の基準となる資料、データ等

・教員研修に関する資料　・学生による授業評価及び自己評価

・介護イメージアップ事業データ

【評価の基準】

学校の教育活動の

改善、工夫を行う

FD (Faculty

Development・)な

どの取組や、教員

の研究活動、自己

啓発等への支援を

行っていること。

＊ＦＤ（Faculty

Development）

ファカルティ・ディブ

ブロットメント

－大学教員が授業内容

や方法を改善し、教育

能力を向上させるため

の組織的な取り組み

現状の説明
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５ 教育環境              

 １ 教育環境の整備  

 

 

 

 

評価の視点 長所・課題 長所の伸長・課題解決に向けた方策

当該専門学校における教育課程を実

施するために必要、かつ十分な施設

と、学生数、教育内容,教育方法に対

応するための設備を整備し十分活用

しているか。

1 教育課程を実施するために必

要、かつ十分な施設と、学生

数、教育内容、教育方法に対応

するための設備の整備と活用

介護福祉士養成施設の設置及び運

営に係る指針により、設備を整備

し活用している。

介護福祉養成施設の設置及び運営に

係る指針に定められている設備・備

品が整っているか。

2 福利厚生の整備においては、施

設内の休憩、食事等など学生

ホールに十分なスペースが確保

されている。

　学生の休息や食事について、現

状はホールや教室を利用している

が、学校自体が「市民交流セン

ター（マイタウン白河）にあり、

建物内に飲食店（パン屋や唐揚げ

店）もあり食事や休憩に関する問

題は生じていない。

3 　学生が図書に興味を示す購入

対策を検討する。

　毎年、学生に新刊図書の購入希

望を行っているが希望は少なく、

学生の読書離れが懸念される。

なお、蔵書・雑誌答は定期的に整

理、破棄している。

　図書室は、パソコン授業の教室

にもなっており、この教室を利用

した「電子図書」の導入などの検

討も必要と考える。

　従来の図書と「電子図書」に関し利

用及び導入方法の検討を行い、学生の

読書離れを防ぐ取り組を行う。

結果は、基準を満たすかどうかではなく、基準を満

たしているかを3段階で表示
自己点検評価結果

 3:基準を満たしており、特筆すべき取り組みを行っ

ている

２:概ね基準を満たしている

 1:基準を満たしておらず改善が必要

2

スペース等の確保は十分であるもの

の、施設そのもの屋根や外壁補修が必

要な状況にあり学校内の雨漏り等など

生じている。

建物管理者へは修繕費の十分な確保措

置を市へ働きかけている。

学生に応じたスペースは十分に確

保され、備品・設備についても定

期的な点検を行っているが、老朽

化が懸念されるところがあること

から、計画的に更新し安全確保に

務める必要がある。

・施設・設備等の概要

・演習、実習、学生支援等の施設等が分かる資料

・指定養成施設の場合は、必要施設等が整備されていることが分かる資料・図書室の整備や専門書等の整備が分かる資料

【評価の基準】

①専門学校設置基準及び関連法

令に基づき、教育上の必要性に

対応できる施設・設備、機械器

具等を備えていること。

②学生の学習支援のための施設

(自習室等)を整備していること。

また、学生の休憩、食事のため

のスペースを確保しているこ

と。

(△任意項目)

③図書室を設置し専攻分野の教

育に必要な専門書及び参考図書

を配架し、必要に応じて学生が

閲覧できるようにしているこ

と。

(△任意項目)

現状の説明

評価の基準となる資料、データ等
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５ 教育環境  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 安全対策、防災組織   

評価の視点 長所・課題 長所の伸長・課題解決に向けた方策

1 学校保健安全法に基づく学校

安全計画の策定と運用

　学校保健安全法に基づき、学生及び職

員の安全を確保するため「危機管理マニ

アル」を策定し、実施している。

「危機管理マニアル」では、

学習活動、登下校、健康、問

題行動等、災害、施設設備、

教職員、財務、情報、業務執

行に分類し危機管理にあたっ

ている。

「危機管理マニアル」を「学校安全計画」

に位置付け、内容等について点検してい

く。

2 火災発生及び大規模災害発生

時並びに授業中の安全管理等

における対応

　地震・火災等の不測の事態が発生した

場合に備え自衛消防組織の統括下に所属

して年２回の消防訓練を実施するととも

に、実施にあたっては自衛消防組織計画

に基づいた学校独自の訓練要領により学

生の誘導や消火訓練など行っている。

また、設備の安全点検についても消防訓

練終了後の消防職員点検や年１回は消防

点検センターの設備点検を行っている。

　白河市中心街市民交流セン

ター（マイタウン白河）が組

織する「自衛消防組織」に加

入しており、建物を利用して

いる各団体と学生が協力しな

がら訓練等が行える環境にあ

る。

　防災訓練では、教職員の各担当が明確に

なっており、学生の避難誘導など安全を

図っているほか、実際に水消火器を活用し

た訓練を引き続き継続して行く。

結果は、基準を満たすかどうかではなく、

基準を満たしているかを3段階で表示
自己点検評価結果

 3:基準を満たしており、特筆すべき取り組

みを行っている

２:概ね基準を満たしている

 1:基準を満たしておらず改善が必要

2

評価の基準となる資料、データ等

・学校保健安全法等に基づく計画等の安全対策が分かる資料（危機管理マニュアル）

・防災計画や消防点検等及び改善状況等が分かる資料

・防災訓練等の実施が分かる資料

【評価の基準】

①学校保健安全法に基づく学

校安全計画を策定し、火災の

発生及び大規模災害発生時並

びに授業中の安全管理等にお

いて適切に対応しているか

現状の説明

①学校保健安全法に基づく学校

安全計画を策定し、学校におけ

る安全対策を適切に行っている

こと。

②火災の発生や防災に関する組

織体制を整備し、適切に運営し

ていること。（△任意項目）
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５ 教育環境  

 ３ 施設、設備等の点検・改善等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価の視点 長所・課題 長所の伸長・課題解決に向けた方策

設備及び備品等の点検に

ついて

防災設備の点検に関しては、年２回の消

防訓練時消防署員と確認する他、年１回

は消防点検センターの点検を受けてい

る。また、OA機器等のテェックを毎月、

学生（自治会）が当番制で行っており日

常及び定期点検は適切に行われている。

防火設備等の点検については、建物の管理者が

消防点検センターや消防署へ訓練と併せ連絡し

費用等を賄ってもらえが、学校設備については

老朽化が懸念されるところであるため、予算編

成時に随時計上している。

防火設備等の点検等については、現状

のとおり建物の管理者が消防点検セン

ター費用等を賄ってもらうが、学校設

備については老朽化設備を調査し年次

の購入計画を作成のうえ予算要求して

行く必要がある。

施設の補修計画等につい

て

　施設の改修等に関しては、建物の管理

者であるマイタウン白河と協議を行い、

月１回開催される「マイタウン会議」等

逐次報告し、補修要望を行っている。

　施設の改修等については、現行どおり建物の

管理者である「マイタウン白河」等へ補修箇所

の報告を行い、継続した補修要望を行って行

く。

現行どおり施設の管理者へ補習予算を

計上していただくが、大規模な修繕箇

所が発生した場合の対応（補修予算の

確保）に懸念が残る。

結果は、基準を満たすかどうかではなく、基準を満たしているかを3段

階で表示
自己点検評価結果

 3:基準を満たしており、特筆すべき取り組みを行っている

２:概ね基準を満たしている

 1:基準を満たしておらず改善が必要

2
・施設・設備などの点検、補修等が分かる資料

・施設の改築、改修等や設備の更新等の計画及び実施が分かる資料

【評価の基準】

評価の基準となる資料、データ等

現状の説明

① 施設・設備等の日常点

検、定期点検、補修等を適

切に行っていること

（△任意項目）

②施設の改築・改修、設備

の更新等の計画を定め、適

切に実施していること。

（△任意項目）

施設、整備についての適

宜点検し、計画的に改

修、補修等を適切に行っ

ているか
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６ 教育活動の基盤と改善・向上の取組項目 

 １ 中期事業計画と財政基盤 

 

 

 

評価の視点 長所・課題 長所の伸長・課題解決に向けた方策

当該専門学校の目的を実現するた

めに、実効性のある具体的な中長

期計画が策定されているか

1 実効性のある具体的な

中長期計画の策定

設置法人が策定している場合は計

画上に当該専門学校における教育

の内容が明確に位置づけられてい

るか

2 中長期事業計画中にお

ける学校の教育活動の

位置づけ

計画の進捗状況、組織上の役割分

担、計画の見直しなど計画の遂行

の実効性は十分か

3 計画の進捗状況、組織

上の役割分担、計画の

見直しなど計画の遂行

の実効性

4 教育活動を安定して遂

行するために必要かつ

十分な財務基盤の把握

と対応

5 財政基盤が不十分な場

合は改善に向けた計画

の策定と計画の進捗状

況の把握

結果は、基準を満たすかどうかではな

く、基準を満たしているかを3段階で表示
自己点検評価結果

 3:基準を満たしており、特筆すべき取り

組みを行っている

２:概ね基準を満たしている

 1:基準を満たしておらず改善が必要

1・中・長期計画が分かる資料 ・財務計画、状況が分かる資料

評価の基準となる資料、データ等

法人運営を順調に進め、財

政基盤を安定したものとす

るため、中長期計画を策定

し、教育の質の向上を図り

学生の確保につないでいく

必要がある。

法人運営を順調に進め、

財政基盤を安定したもの

とするため、法人本部と

連携し中長期計画の策定

を検討するとともに、教

育の質の向上を図り学生

の確保につないでいく必

要がある。

現状の説明

中期事業計画を実行し、当該専門

学校の教育活動を安定して遂行す

るために必要かつ十分な財務基盤

を確立しているか、不十分な場合

は改善に向けた計画を策定してい

るか

①当該専修学校

が策定している

中長期的計画

に、教育目的、

教育目標の実現

に向けた具体的

な内容が位置付

けられているこ

と。

（△任意項目）

②当該専修学校

の教育活動を安

定して遂行する

ために必要かつ

十分な財務基盤

を確立している

こと

【評価の基準】

法人本部において中長期計画は未策

定。学校の教育活動の位置づけは明確

となっていない。

収容定員充足率が５０%以下で推移し

ている中で、学生等納付金の確保が厳

しく、経常収支差額が赤字であり財務

基盤は安定しているとはいえない。

予算の編成については次年度計画に基

づき予算案が組まれ、理事会・評議会

にて承認を得ている。また、実際の予

算執行時には稟議書作成・回覧し、改

めて使用内容等の詳細について確認・

検討を行うこととしている。

さらに、半期実績等に補正予算を適宜

編成している。監査については監事に

よる法人監査を実施し、監査結果につ

いては理事会及び評議会において報告

している。
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６ 教育活動の基盤と改善・向上の取組項目 

 ２ 学校運営 

 

 

評価の視点 長所・課題 長所の伸長・課題解決に向けた方策

1 学校の全体の運営にかか

る事務組織体制の整備

本校の組織運営及び管理は、法

人の理事会・評議会のもと、学

校においては校長を責任者、教

職員会議を議決機関とし、意思

決定を行っている。

2 事務局体制の業務分担、

責任体制

また、法人本部と本校教職員は

日常業務においても連携を密に

とることで、円滑な学校運営を

心掛けている

3 教員と職員の連携体制

4 校長による意思決定及び

執行管理

結果は、基準を満たすかどうかではなく、基準

を満たしているかを3段階で表示
自己点検評価結果

 3:基準を満たしており、特筆すべき取り組みを

行っている

２:概ね基準を満たしている

 1:基準を満たしておらず改善が必要

2・学校運営に関する規定、学校運営に関する会議体、規則等及び運営状況が分かる資料

現状の説明

当該専門学校の全体

の運営について、事

務組織体制を整備

し、業務分担、責任

体制が明確に立って

いるか

教員と職員が連携し、

全職員が参加する職員

会議（毎月１回）で

は、教育に関わる事項

だけではなく学校運営

に関わる事項に関する

報告・協議等が行わ

れ、教職員の共通理解

を図っている。また、

学校評価を教職員で取

り組んでいるが、学校

運営に必要な知識・技

能の向上に努める必要

がある。

業務分担、責任体制を

随時見直しながら学校

運営に必要な知識・技

能を習得する機会につ

いて検討していく

理事会、学校関係者会

議、介護人材確保に関

する協定を締結してい

る西白河地方市町村会

及び東白川町村会等を

活用し、学校運営の適

正な評価を継続的に

行っていく。

【評価の基準】

①学校運営の組織

体制を整備し、適

切な運営が行われ

ていること(職業教

育に関するマネジ

メント(教育の企

画・設計・運営等)

における責任体制

を含む。)。

評価の基準となる資料、データ等

全職員が参加する教職員会議

（毎月１回）では、教育に関わ

る事項だけではなく学校運営に

関わる事項に関する報告・協議

等が行われ、教職員の共通理解

が図られている。また、学校評

価を教職員で取り組み、業務の

改善に努めている
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６ 教育活動の基盤と改善・向上の取組項目 

３ 学校評価の実施と改善活動  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価の視点 現状の説明 長所・課題 長所の伸長・課題解決に向けた方策

平成30年度より自己点検・評価を実施。

令和３年度より学校関係者評価委員会を実施

し、介護施設等関係者、地域住民等からの意見

を伺い、その結果を公表している。学校評価を

実施することで学校運営の改善・向上に活用し

ている。

学校評価の結果は学校のホームページに掲載し

情報公開している

学校評価は教職員全員で取り組んでおり、改善

計画及び中間評価を行い教職員間の共有図って

いる

結果は、基準を満たすかどうかではなく、基準を満たしているかを3段階で表示 自己点検評価結果

 3:基準を満たしており、特筆すべき取り組みを行っている

２:概ね基準を満たしている

 1:基準を満たしておらず改善が必要
2

評価の基準となる資料、データ等

・学校関係者評価委員会の議事録及び意見等が反映されたことが分かる資料

・学校評価の結果や改善状況を公表していることが分かる資料・学校評価の改善状況が分かる資料

これまで実施してきた学校評価の

項目等を見直しながら、情報整理

し文科省が示すガイドラインに

沿った学校評価を行い学校の運営

やその改善・向上に活用したい。

当面は自己点検・自己評価を行

い、準備が整ったら第三者評価の

受審を検討したい。

【評価の基準】

①学校関係者評価委員会、教育課程

編成委員会等外部からの意見を反映

するなど、関連企業等団体、地域社

会等からの意見を当該専修学校の運

営やその改善・向上において活用し

ていること。（△任意項目）

②学校評価の結果及び改善状況につ

いての情報を公表していること。

③学校評価の結果に基づく改善への

取組を組織的かつ継続的に行ってい

ること。

学校評価は教職員全員で取り組んでおり、評価結果を共有す

るとともに改善計画を作成し中間評価を行っている。中間評

価は改善計画の進捗状態を確認するとともに教職員間の共有

を図るために重要であり、継続的に行う必要がある。令和８

年４月１日施行「学校教育法の一部を改正する法律」によ

り、教育の質の保証を図るための措置として、文科省では、

専修学校における学校評価を適切に推進するため「専修学校

における学校評価ガイドライン」を改正した。当該ガイドラ

インの基づき、順次対応していく、。
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評価の視点 長所・課題 長所の伸長・課題解決に向けた方策

自己点検・評価結果を

はじめ、公表が求めら

れている教育情報につ

いて適切に公表し、説

明責任を果たしている

か

1 自己点検・評価結果

をはじめ、公表が求

められている教育情

報の公表

学校のホームページ及

びワムネット（社会福

祉法人の現況報告書等

情報検索）を通じて、

教育活動、学校運営等

に関する情報を公開し

ている

当該専門学校の教育内

容等が社会から理解が

得られるように、特に

産業界等への積極的な

取り組みが行われてい

るか。

2 教育内容等が社会か

ら理解が得られるよ

うな産業界等への積

極的な取組。

西白河市町村会へ学校

の運営等を報告し意見

等を聴取している。ま

た、今年度より東白川

町村会へも同様に運営

等を報告している。

教育課程等の編成、実

施など実践的な職業教

育の展開・改善に向

け、継続する教育機関

（高等学校等）、産業

界、自治体等からの意

見を積極的に聴取し、

活用しているか

3 教育課程等の編成、

実施など実践的な職

業教育の展開・改善

に向け、継続する教

育機関（高等学校

等）、産業界、自治

体等からの意見の積

極的な聴取、活用

結果は、基準を満たすかどうかではなく、基

準を満たしているかを3段階で表示
自己点検評価結果

 3:基準を満たしており、特筆すべき取り組み

を行っている

２:概ね基準を満たしている

 1:基準を満たしておらず改善が必要

2

学校の運営状況、教育活動につ

いては、情報の発信さらに積極

的に公表し、学校及び介護福祉

士の魅力を発信し社会からの理

解を深めてもらう必要がある

（高校、中学校との連携による

出前講座を継続して、本校と介

護に対する理解を深めてもらう

とともに、ホームページや進路

サイトなどWebの積極的な活用

を図り、介護に興味を持ってい

る学生に届く広報活動が必要で

ある。）

また、西白河地方市町村会及び

東白川町村会からの理解が得ら

れるよう、継続して運営状況等

を報告し意見を伺っていく。

①当該専修学校の教育活

動、学校連営等の状況に

関する情報を積極的に公

表していること。

②教育目的・目標の達成

状況や活動状況について

関連する教育機関、産業

界、自治体等をはじめ、

社会全体からの理解を得

るよう取組んでいるこ

と。（△任意項目）

現状の説明【評価の基準】

評価の基準となる資料、データ等

・教育活動、学校運営等の情報を公表していることが分かる資料

・教育目的等の達成や活動状況について関連教育機関や産業界等に対する取組等が分かる資料

学校の教育活動につい

て、さらに積極的に公

表し、学校及び介護福

祉士の魅力を発信し社

会からの理解を深めて

もらう必要がある。

６ 教育活動の基盤と改善・向上の取組項目 

 ４ 社会からの理解と情報の公表 

 


